
2020年６月 25日 

住友生命保険相互会社 

2019年度「お客さま本位の業務運営方針」に係る取組状況について 

住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 橋本 雅博、以下「住友生命」）は、2017

年５月に「お客さま本位の業務運営方針」を策定以降、毎年その取組状況を公表しています。

今般、2019 年度の「お客さま本位の業務運営方針」に係る取組状況をまとめました。 

＜2019 年度の主な取組み＞ 

・お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着に向けた「住友生命グループ行

動規範」の策定 

・お客さまニーズに沿った商品の開発・提供として、ご契約者の高齢化に伴うニーズの多

様化に対応した「認知症ＰＬＵＳ（プラス）」の発売および「契約者代理制度（保険契

約者代理特約）」等からなる新サービス「スミセイのご家族アシストプラス」の提供開

始 

・利益相反の適切な管理と保険募集管理態勢の構築として、代理店手数料の体系に募集代

理店の募集管理態勢の取組みを評価する考え方を導入 

※詳細は次頁以降をご覧ください。

また、「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組みについて、人生 100年時

代を見据え、商品・サービスや情報提供等をさらに進化させ、超高齢社会の社会的課題解決

に取り組んでいくことを反映する等の改正を行っています。 

これからも、お客さまの最善の利益を追求するとともに、お客さまから信頼され選ばれる

会社であり続けるために、「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組みを積極

的に推進するとともに、定期的に振返りを行い、各種取組みの実効性を高めていきます。 

以 上 



２０１９年度
「お客さま本位の業務運営方針」

に係る取組状況について

２０２０年６月２５日

住友生命保険相互会社

生命保険商品・付帯サービス等はすべて概要を説明したものであり、生命保険商品ご加入のご検討や付帯サービスのご利用等にあたっては、
最新の情報を必ずご確認ください。
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方針１．お客さま本位の業務運営の実践と
企業文化としての定着(P３～）

方針２．お客さまにとって最適な商品・
サービスの提供（P１０～）

方針３．お客さまにとって分かりやすい
情報の提供（P２２～）

方針４．お客さまの安定的な資産形成や
ニーズに適った商品提供を支える
資産運用（P２３～）

方針５．お客さま本位の業務運営に資する
従業員教育や評価体系（P２５～）

方針６．利益相反の適切な管理と
保険募集管理態勢の構築（P２７～）

方針７．お客さま本位の業務運営の
実効性を高める取組み（P２９～)

お客さまの最善の利益の追求

当社のお客さま本位の業務運営方針
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 当社にお寄せいただいた「お客さまの声」は、本社担当部にて集約し、関連する業務を所管する部門
との間で共有化を行い、対応策・改善策を検討しています。

 苦情については「お客さま本位推進部」で一元管理し、その分析に基づく改善を推進しています。

 部門横断的・全社的な課題については、社長を委員長とする「お客さま本位推進委員会」を開催し
審議いたします。

１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み

お客さまの声（苦情・お褒め）

お客さま本位推進部

本社各部門 お客さま本位推進委員会 CS向上ｱﾄ゙ﾊｲ゙ｻﾞー 会議

社長・経営政策会議

取締役会

コールセンター 支社・支部・本社各部門
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１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み

感謝の声については、実際にお客さまからいただいた声をもとに作成した教材（活動
サプリ）を活用し、好取組み事例を共有化しております。

お客さまからいただいた「お褒め・ご満足の声」の活用お客さまからのご相談件数

苦情の状況

苦情
（６4，１４５件）

お褒め・ご満足の声
（１５０，３８８件）

苦情の内訳
新契約 収納関係

（保険料等）
保全関係

（契約内容変更等） 保険金 左記以外

９％ ５％ ３３％ ２０％ ３３％

お客さまからのご相談件数※
１,４６０,６４９件

※ｺｰﾙｾﾝﾀｰ受電件数＋

支社等受付の 「お褒め・ご満足の声」「苦情」

ご契約に関する
ご照会・ご相談
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 お客さま本位の業務運営の推進にあたり、２００８年３月から消費者問題に詳しい有識者（消費者
問題専門家・弁護士等）を社外委員とする 「CS向上アドバイザー会議」を開催し、よりお客さま視
点に立った施策を策定・実行しています。

 事業者団体、消費者団体、消費者庁をはじめとする行政によって構成される「消費者志向 経営推
進組織」が実施する「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」に参加しております。

 ２０１８年度に実施した消費者志向の主な取組みをまとめた「お客さまの声白書」を新たに作成いた
しました。

１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み

contents
経営方針に基づいた消費者志向経営の推進
特集 お客さま・社会との共有価値の創造
「お客さまの声」を経営に活かす取組み
従業員の消費者志向意識醸成に向けた取組み
従業員の積極的な活動（従業員意識の向上）
従業員の積極的な活動（企業風土の醸成）
消費者への情報提供の充実
保険金等の確実なお支払い
消費者・社会の要望を踏まえた商品・サービス開発
消費者・社会の要望を踏まえた社会貢献活動
寄稿
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１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み

「お客さまの声」を経営に活かした取組み例

ご意見
“住友生命「Vitality」”の対象となる保険種類を拡大してほしい。

“住友生命「Vitality」”に２件目以降も加入したい。

対応

プライムフィット・ドクターＧＯに加え、ライブワン・Ｑパックについても、 “住友生命「Vitality」”をお選びいただ
けるようになりました。
“住友生命「Vitality」”の対象保険について、２件目以降のご加入の取扱いを開始いたしました。
（２０１９年７月開始）

ご意見
“住友生命「Vitality」” に２件目以降加入した場合の保険料変動等のしくみについて、分かりやすく教えて
ほしい。

対応
“住友生命「Vitality」” に２件目以降加入した場合の保険料変動等のしくみについてわかりやすくご理解いた
だけるよう、説明動画を作成しました。ホームページ（“住友生命「Vitality」”特設サイト）からもご覧いただけま
す。

ご意見 病気などへの備えも必要だが、”人生１００年時代”を迎え、認知症に対しても不安を感じている。

対応
社会的課題の１つである「認知症」を早期段階から保障し、経済的なサポートを行うとともに、早期発見・予防
につなげることを目的として「認知症PLUS」を開発しました。（２０２０年４月発売開始）
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１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み

「お客さまの声」を経営に活かした取組み例

ご意見 従業員の「治療と仕事の両立」を支援する福利厚生制度を実現したい。

対応

２０１８年４月に、３大疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞）を保障する全員加入型団体保険（※１）の新商品
「ホスピタＡ」を発売しました。これにより、 「治療と仕事の両立支援」や「健康経営」という経営者さまのニーズ
に応えられるようになりました。

それに加え、従業員が３大疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞）に自助努力で備えることができる、任意加入
型団体保険（※２）「ホスピタV」を２０２０年４月から発売しました。
これにより、スケールメリットを活かし、お手頃な保険料で３大疾病への保障を確保することができます。

※１ 保険料を団体が負担して従業員全員に加入いただく全員加入タイプ
※２ 保険料を従業員が負担して任意に加入いただく任意加入タイプ

ご意見 将来もしものことがあった場合にも、契約の管理等をできるようにしておきたい。

対応
ご契約者や被保険者さまが認知症等になられた後のご契約の管理・維持、お手続きのサポートも充実させる
べく、業界初となる「契約者代理制度（保険契約者代理特約）」等からなる新サービス「スミセイのご家族アシ
ストプラス」を開始しました。（２０２０年４月開始）
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１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

企業文化の定着

 役職員一人ひとりが従前以上にお客さまの視点で発想し行動していくことを徹底するため、「住友生
命グループ行動規範」の浸透に注力してまいります。そのために、日々の業務の中で、どのように考
え、判断し、行動すべきかの具体的なよりどころとなる共通の判断基準（「行動規範チェックリスト」）を
新たに設けました。

 全役職員が、本行動規範を実践することにより、「お客さまからみて『薦めたい』会社、職員から見て
『いきいきと働ける』会社、社会から見て『なくてはならない』会社」を目指します。

【行動規範チェックリスト】 ■行動規範の策定プロセス

「お客さま本位の業務運営の実現のためには、1人ひとりの
役職員が自らの行動を正しく判断するための共通の判断基
準が必要である」という社長の強い想いの下、トップから
のミッションとして検討開始。行動規範検討プロジェクト
チームを立ち上げ、策定しました。

①「お客さま」の満足や安心・最善の利益につながる行動ですか？

✓ • あなたは、直接お客さまに接する場合でなくても、あなたの行動が、
多くのお客さまに影響を与えることを考えていますか？

✓ • あなたの行動は、「お客さま」よりも会社や自分の利益・都合を優先し
たものになっていませんか？

②「社会」に対して胸を張って説明できる行動ですか？

✓ • あなたは、昔はこれでよかったという理由ではなく、今の社会常識に照
らして適切な行動ができていますか？

✓ • あなたの行動は、マスコミやSNSに採り上げられても、お客さまや会社
などに対して迷惑をかけることのない、社会的に正しい行動ですか？

③「共に働く仲間」に対して思いやりのある行動ですか？
✓ • あなたの行動は、家族や大切な人に誇れるものですか？

✓ • あなたは、職場での「何かおかしいな（法令違反や倫理的に問題がある
のでは）」と思う行動に対して、気づかぬふりをしていませんか？
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１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着

企業文化の定着

支社職員と役員との対話ミーティング（テーマ）

 職員一人ひとりが自分たちの使命を確認し、感動品質のお客さま対応を行うことができるように、
毎月各職場にて「ハートミーティング」を実施しています。

 また、２０１９年度は「真にお客さま本位の行動を進めるためにはどうすればいいか」をテーマとした
「支社職員と役員との対話ミーティング」を実施いたしました。

 さらに、消費者志向経営を進めるため、管理者向け講演会や従業員向け研修会を定期的に実施し
ております。

• 真にお客さま本位の行動を進めるためにはどうすればいいか。
• オールスミセイで「CSVプロジェクト」を推進するために支社で取組むことは何か
• 品質向上に向けた課題であるお客さま本位の「アフターフォロー」にどう取り組むか
• 職員の働きがい向上に向けて何が出来るか 等。

「消費者視点を考える」講演会・研修会

• 異業種企業様のご協力をいただき、講演会や研修会を実施しました。

• 講演会では、製造業の視点から、管理職向けに、「お客さまの声」の活用事例や、
「お客さま第一意識の啓発」のための取組みなどについてのお話をいただきました。

• 研修会では、本社勤務の多様な層の職員を対象に、商品パッケージを題材に「消費
者のための工夫を探す」グループワークを行い、その後、当該企業の方から、消費
者志向の取組みについてご講演をいただく形式で実施しました。

＜研修会＞

＜講演会＞
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

 当社は本業を通じて「お客さま」「社会」「会社・職員」とともに「健康増進」という新しい共有価値を創
造するCSVプロジェクトの取組みを進めております。

 「健康増進を軸としたCSVプロジェクト」では、
①お客さまへの健康増進型保険「Vitality」の提供、②社会全体への健康増進の働きかけ
③職員とその家族が健康になる「健康経営」の推進、の３つの行動を通じて日本の健康寿命の延伸
を目指しています。

 ２０１８年７月に発売した“住友生命「Vitality」”は、「保険契約」に加え、継続的に健康増進活動に取
り組むことをサポートする「Vitality健康プログラム」を兼ね備えた商品です。

「健康増進を軸としたＣＳＶプロジェクト」

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

“住友生命「Vitality」”は、
お客さまのある一時点の健康状態を評価す
るのではなく、お客さまの健康増進の取組を
総合的に評価して、その取組みに応じて保
険料割引、特典（リワード）の提供を行う商品
です。
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

 “住友生命「Vitality」”は、ＣＳＶプロジェクトの中核となる、お客さまの健康増進活動を促す商品とし
て、２０１９年もその販売に一層注力しました。

 より多くのお客さまに商品の価値をご提供することや商品の魅力をさらに高めることを目的とした
レベルアップに努め、Vitality健康プログラム契約を付加できる保険種類を拡大するとともに、全国

でスポーツジムを展開する企業と新たに業務提携するなど、特典（リワード）を拡充しました。
 アンケート調査等の結果等から、“住友生命「Vitality」”のご加入者さまに「意識」、「行動」、「健康

状態」の変化が生じ、多数のお客さまに生活の質が高まったと実感いただいていることが確認でき
ました。

住友生命「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」累計販売件数 住友生命「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」加入者へのアンケート調査結果等

１９.６万件

４２.３万件

２０１８
年度末

２０１９
年度末
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

 より多くのお客さまに“住友生命「Vitality」”の先進的な価値を実感いただくために“住友生命「Vitality」
プラザ” を２０１９年１０月２０日柏の葉、１１月１日新宿にオープンしました。

 健康増進に取組む「スミセイ “Vitality Action”」を展開し、様々な種目のトップアスリートによる親子イ
ベントを通じた「社会全体への健康増進の働きかけ」を推進しました。スミセイ “Vitality Action”は公益

社団法人スポーツ健康産業団体連合会及び一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構が実施
している「第７回スポーツ振興賞」において「経済産業省 商務・サービス審議官賞」を受賞しました。

 日本唯一のオフィシャルスポンサーとして「parkrun（パークラン）※」の全国１４箇所での開催を支援し

ました。 ※毎週土曜日朝定時に行われる参加費無料の５kmのウォーキング、ジョギング、ランニングなどを行うコミュニティイベント

「第7回スポーツ振興賞」
「経済産業省 商務・サービス審議官賞」受賞

提供コンテンツ例
・健康増進イベント、セミナーの開催
・“住友生命「Vitality」”の特典（リワード）の展示
・Vitality 健康プログラムの疑似体験

スミセイ“Vitality Action”

≪スポーツ振興賞≫

スポーツや障がい者スポーツを通じて健康づくりをし、
ツーリズムや産業振興、 地域振興（まちづくり）に貢献し
ている団体・グループ・企業の活動を顕彰するもの
（公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会、一般社団法人日本

スポーツツ ーリズム推進機構ホームページより）。

住友生命「Vitality 」プラザ（イメージ）
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新商品「認知症ＰＬＵＳ（プラス）」の発売等について

２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

 長寿社会においてますます増加が見込まれる認知症への対応は、健康長寿社会の実現に向けた
重要な社会的課題の一つであるとの認識のもと、“住友生命「Vitality」”の対象商品の一つとして、
認知症を早期から保障し経済的なサポートを行うとともに、早期発見・予防につなげることを目的と
した特約「認知症ＰＬＵＳ（プラス）」を２０２０年４月に発売しました。

 また、保障機能だけでなく、ご契約者や被保険者さまが認知症等になられた後のご契約の管理・維
持、お手続きのサポートも充実させるべく“業界初”となる「契約者代理制度（保険契約者代理特
約）」等からなる新サービス「スミセイのご家族アシストプラス」を２０２０年４月より開始しました。（詳
細は２０ページ）

 さらに、“住友生命「Vitality」”についても、認知症予防や介護予防に有効とされている「歯科健診」
「ゴルフ」を新たに健康増進メニューへと追加し、より幅広い健康増進活動を促進するプログラムへ
と前進させます。

認知症・ＭＣＩ（軽度認知障害）を一生涯にわたり
保障する特約です

あらかじめご家族を登録いただくことで、ご家族が
契約内容を確認したり、代わりにお手続きしたりで
きる無料のサービス・制度です
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

ふるはーとJロードグローバルⅡ
5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険（一時払い）（19）Ⅱ型

たのしみ未来グローバル／たのしみ未来グローバル＜学資積立プラン＞
予定利率変動型5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険

 金融機関等代理店チャネルでは、資産形成ニーズにお応えする貯蓄性商品を中心とした販売を推
進しております。国内金利が低水準で推移する環境下においても魅力のある商品を提供すべく、
２０１９年４月に、外貨建平準払個人年金保険（たのしみ未来グローバル）を発売しております。

 また、２０１９年１２月には、外貨建一時払終身保険「ふるはーとＪロードグローバルⅡ」を発売し、
順次取扱金融機関を拡大しております。２０１７年４月に発売以来ご好評をいただいております
「ふるはーとＪロードグローバル」の２つの機能「のこす」「ふやす」をそのままに、さらにレベルアップ
した商品です。

 外貨建商品の販売については、お客さまに商品特性や留意事項等を十分にご理解いただくことが
重要であるため、商品パンフレットの改訂等を通じてわかりやすい情報提供に努めました。
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損失リスクの抑制

 企業保険分野では、従業員が安心して働き続けることができる総合的な企業福祉制度の実現を
サポートするため、福利厚生制度の充実を図る商品とサービスの提供に努めております。

 その一環として、団体保険では、「治療と仕事の両立支援」「健康経営」というニーズにお応えする
３大疾病保障保険の販売に注力いたしました。

 団体年金保険では、新たに分散投資と機動的な資産配分によりリスクを抑えつつリターンの向上を
目指しマルチアセット型運用を行う商品を２０１９年１２月より発売しました。

 また、企業の業務効率化およびコスト削減等に資するべく、一部の商品を対象としてインターネット
を通じた加入申込サービスを開始しました。

「ホスピタA」（全員加入型）【２０１８年４月発売開始】
「ホスピタV」（任意加入型）【２０２０年４月発売開始】

団体年金特別勘定「総合口Ｍ」

お客さまニーズに沿った商品の開発・提供

２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

＜団体３大疾病保障保険＞ ＜団体年金保険＞

団体の所属員（役員・従業員）が３大疾病
(がん〔悪性新生物〕・急性心筋梗塞・脳卒
中)で約款所定の条件に該当された場合に

あらかじめ定めた金額をお支払いすること
で、治療費負担や収入減少を保障します。

保険料を団体が負担して所属員全員に加
入いただく全員加入タイプと、保険料を所属
員が負担して任意に加入いただく任意加入
タイプを準備しています。

運用の特徴

分散投資１

債権･株式といった伝統的資産から投資商品を拡大した
15資産（短期資金を除く）への分散投資を実施し、リスク
分散によるリターンの安定化を図ります。

動的資産配分２

定量分析に基づく、運用環境に応じた機動的な資産配分
により、リスクを抑制しリターンの追求を図ります。

通常の環境

３ リスク回避時

株価下落局面時での運用損失の抑制を図ります。
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 お客さまにとってより魅力あるサービスを提供するために以下のような商品付帯サービスを提供して
おります。※ご利用いただける方やサービス内容の詳細については、最新の情報をホームページ等で確認ください。

各分野を代表する医師／医療機関において
「セカンドオピニオン」または「受診手配・紹介」

サービスを提供いたします。

健康に関するご相談を２４時間電話で承ります。

介護相談を電話（２４時間）または訪問で承ります。

障害年金の申請全般を専門家がサポートします。

商品付帯サービス利用件数（２０１９年度）

利用件数

前年比

スミセイ健康相談
ダイヤル 4，５２６件 ＋６３１件

スミセイ・セカンド
オピニオン・サービス ９６１件 ＋４０件

お客さまの属性や状況に応じた対応

２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

「認知症ＰＬＵＳ」にご加入のお客さまに対しては、
・認知症に関する幅広い情報を掲載した「認知症ブック」

をはじめとする各種ツールにより情報提供を行います。
・認知症・ＭＣＩ（軽度認知障害）の早期発見や保険金等

のタイムリーなご請求をサポートする観点から、認知機
能の状態をチェックできる「あたまの健康チェック®」を
導入します。 （２０２０年１０月より）

・「スミセイ健康相談ダイヤル」において、認知症に関する
電話相談サービスや医療機関情報提供を実施します。
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまの属性や状況に応じた対応

 ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまへの募集ルールや心構え等については、「高齢者応対
マニュアル」・「障がい者応対マニュアル」等を作成し、営業活動等に活かすよう努めております。ま
た各支社の店頭には筆談ポスターの掲示、拡大鏡やホワイトボード等、ご高齢のお客さまや障がい
のあるお客さまに配慮した備品を用意しています。職員への教育として「ユニバーサルマナー」の習
得推進を図っています。(２０２０年３月末現在、ユニバーサルマナー検定※３級合格者８８４名)
※「ユニバーサルマナー検定」とは、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が主催しており、高齢者、障がい者やベビーカー利用者など、多様な方々へ

向き合うための「マインド」と「アクション」を体系的に学び、身につけるための検定です。

 多様化、複雑化する介護関連サービスのお客さまニーズにお応えするため、２０１８ 年１０月に、
アクサ生命と業務提携のうえ、「ウェルエイジング共創ラボ」を開設しました。
高齢者の介護に関するトータルコーディネートを実現する新しい介護関連サービス「ウェルエイジン
グサポートあすのえがお」を共同で開発し、２０１９年１０月１日より、両社の一部地域（東京都・神奈
川県・千葉県・埼玉県、大阪府・京都府・兵庫県）のお客さまを対象に先行して提供を開始しました。
また、２０２０年４月１日より介護予防支援サービスの提供開始等、メニューを拡充しております。

ユニバーサルマナー検定３級 受講時の様子 「ウェルエイジングサポートあすのえがお」の主な特徴

１．公的介護保険外の介護関連ニーズを包括的にサポート
・専用コールセンターで受ける一般的な介護のご相談、
・介護施設のご相談や情報収集、・在宅介護関連のサービス利用、
・年齢を重ねた時の備えとしての資産管理 等

２．介護施設への入居に関する丁寧な対面コンサルティング
３．親の介護にも対応（自分だけでなく、親の介護までサポート）
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 複数組織からなる「人生１００年サポート協議会」を設置し、社内外から得た高齢者対応に関する現
状認識や課題、情報の共有化等を図ります。

 同協議会等を通じて把握したジェロントロジー※の知見も取り入れ、商品・サービスや情報提供等を
さらに進化させ、「健康な暮らし」「安心・安全な暮らし」実現のため、超高齢社会の社会的課題解決
へ取り組みます。

※ジェロントロジー：老後の過ごし方や高齢社会の様々な課題を自然科学、社会科学、理工学など幅広い分野から研究する学問

２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

お客さまの属性や状況に応じた対応

健康長寿社会
の実現

安心で豊かな
セカンドライフ

安全な社会環境

健康寿命の延伸

健康な暮らし

安心な暮らし 安全な暮らし

健康長寿社会の実現に向けた超高齢社会の課題解決への貢献
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

アフターフォロー・保全手続き

 定期訪問等を通じてお客さまにご加入内容を十分にご理解いただくとともに、結婚・出産などのライフ
イベントや必要なお手続きの確認などを通じて、現在も最適な保障になっているかを診断（コンサル
ティング）させていただく「スミセイ未来応援活動」を実施しています。

 ご高齢のお客さまへのアフターフォローについては、手続き漏れなどの未然防止の観点から、上記の
担当者による定期訪問に加えて、特定の年齢を迎えられたご契約者に対し、本社から直接ダイレクト
メールや電話・訪問等によるアフターフォローを順次行うなど、お客さまの状況に応じた対応を実施し
ています。

 また、ご契約内容の現況などをご確認いただくため作成している「スミセイ安心だより」をよりわかりや
すい記載へと刷新し、“住友生命「Vitality」”ご加入のお客さまには、インターネット（スミセイダイレクト
サービス）でも確認いただくこともできるようにいたしました。

 スミセイダイレクトサービスでの住所変更や各種入出金などのお手続きに加え、営業用携帯端末「Ｓｕ
ｍｉｓｅｉＬｉｅｆ（スミセイリーフ）」での電子サインで完了する手続きを順次拡大し、お手続きの簡素化・短
縮化等、さらなる利便性向上を図ってまいります。

対象の
お客さま数

フォロー完了した
お客さま

５０，５０１名
４８，０６３名
（９５．１％）

連絡先等の確認ができた、ご高齢のお客さま
（２０１９年４月～２０２０年３月※）

※２０２０年３月末時点の結果であり継続確認中です。

「スミセイ安心だより」刷新のポイント

∎ご加入の保障内容や必要なお手続きをわかりやすく掲載

これまで複数の通知に分かれ
た同封物を一つの冊子に統合
しました。

「ご契約内容」の紙面を拡大し、
見開き両面としました。

見やすくわかりやすくシンプルに

ご加入の保障内容を図や一覧
でわかりやすく掲載しました。
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

アフターフォロー・保全手続き

新サービス「スミセイのご家族アシストプラス」

 ご加入いただいているお客さまご本人によるお問い合わせやお手続きが困難になった場合に備え、
サポートいただくご家族を登録いただき、そのご家族にも契約内容等の情報をご案内できる「ご家族
登録サービス」を２０１７年１０月から開始しています。

 このサービスに加えて、従来から導入している「被保険者代理制度」、そして業界初となる「契約者代
理制度」の３つのサービス・制度からなる 「スミセイのご家族アシストプラス」を２０２０年４月より開
始いたしました。高齢や認知症のお客さまの契約管理・お手続きのサポート等に“ご家族”による支
え（アシスト）をプラスし、ご家族を巻き込んだサポート体制を充実させます。

スミセイのご家族アシストプラス

ご契約を安心して継続いただくために、ご家族による支え（アシスト）をプラス！

- ご家族登録サービス -

- 契約者代理制度 -

［保険契約者代理特約］

- 被保険者代理制度 -

［被保険者代理特約］
（現行指定代理請求特約）

ご家族登録サービス

登録したご家族も契約内容を確認することができます。

契約者代理制度

あらかじめ指定した契約者代理人が契約内容の変更など
所定の手続きを行えます。

被保険者代理制度

あらかじめ指定した被保険者代理人が保険金・給付金等
を請求できます。

スミセイのご家族アシストプラスなら
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生命保険 ２０１９年度決算
保険金・年金・給付金支払総額

４８９万件 １兆４,０３２億円

お役に立った保険金・給付金

266万件
4,880億円

205万件
3,069億円

死亡保険金 満期保険金 年金 給付金 その他

10万件
3,498億円

5万件
2,402億円

ブロックチェーン技術を活用した実証実験

２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供

保険金等のお支払い

 保険金等のお支払いについては、支払業務に携わる担当者への教育を継続的に実施するとともに、保険金等
のご請求案内およびお支払手続きにおいては、専用のシステムを用いて正確で迅速なお支払いを行っています。

 ２０２０年２月より、給付金自動請求実現へ向けブロックチェーン技術を活用した実証実験を開始いたしました。
ブロックチェーン技術を活用した給付金自動請求の仕組みによって、生命保険請求手続きにおける従来の請求
書や診断書等の取り寄せが不要となり、医療機関・保険会社とのやり取り等が大幅に簡素化され、利便性が格
段に向上することが期待できます。

 社会的役割を果たすべく、新型コロナウイルス感染症を原因として死亡または所定の高度障害状態に該当され
た場合、災害死亡保険金等をお支払いする等の改正を行いました。また、医療機関の事情等により入院できず、
医療機関以外の場所で医師の治療を受けている場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いた
だくことで入院給付金をお支払いいたします。
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３．お客さまにとって分かりやすい情報の提供

分かりやすい情報の提供

金融機関窓口での外貨建商品販売にかかるパンフレット改訂等

 「契約締結前交付書面 兼（契約概要／

注意喚起情報）兼 商品パンフレット」改訂

• 生命保険協会のガイドラインを踏まえ、為替リスク、市場リスクによる元本割れリスクがあ

る旨を注意喚起する記載の追加。

• 「予定利率」「積立利率」の定義を記載する等、お客さまの誤認を防止する観点から記載
の見直しを実施。

■「募集補助資料」の提供

• 募集時のわかりやすい情報提供、他の金融商品との比較を目的として、リスク（為替リス

ク・市場リスク）およびリターン（実質的な利回り）等を記載した募集補助資料を作成し、募

集代理店に提供。

 金融機関窓口での外貨建保険販売について、商品特性や留意事項等をお客さまにわかりやすくご理
解いただくという観点から、以下のような商品パンフレットの改訂等の各種取組みを実施しております。

 より多くのお客さまに当社情報に触れていただくために、当社公式ホーム
ページを全面リニューアルしました。

 スマートフォンでの閲覧をより容易にするなど、外部専門家の知見も参考
にお客さまや当社ホームページのユーザーさまがストレスなく、必要な情
報にアクセスできるようホームページの改訂を進めました。

■スマートフォンでの
公式ホームページ閲覧イメージ当社公式ホームページの改訂等
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４．お客さまの安定的な資産形成やニーズに適った商品提供を支える資産運用

資産運用の高度化に向けた取組み

 「ALM運用ポートフォリオ」と「バランス運用ポートフォリオ」の２つのポートフォリオ運営を推進し、
それぞれの目的に応じた収益力の向上とリスクコントロールの強化に取り組んでいます。

 「ALM運用ポートフォリオ」では、円金利資産を中心とした運用によりALM（※１）を推進するとともに、
為替リスクを抑制した外貨建事業債を含む国内外のクレジット資産等の投資拡大により収益向上を
図りました。一方、「バランス運用ポートフォリオ」では、許容されるリスクの範囲内で市場見通しに
応じて株式やオープン外国債券（※２）といった流動性の高い有価証券の運用により収益の上乗せ
を図りました。

 ESG投融資は、これまでも取り組んできましたが、２０１９年度からESG投融資方針を策定のうえ、
推進しております。また、昨年４月には国連責任投資原則（PRI※３）に署名しております。

※１ Asset Liabiｌity Management：資産と負債の総合的な管理 ※２ 為替ヘッジを行わず投資する外国債券
※３ Principles for Responsible Investment：国際連合が2006年に提唱した投資家がとるべき行動原則

２つのポートフォリオ運営の推進

バランス運用ポートフォリオ
（６兆円程度）

ALM運用ポートフォリオ
（２４兆円程度）

ESG※投融資に対する当社の考え方

ESGの観点を組み込んだ投融資は、持続可

能な社会の実現、および、中長期での投融資

を行う機関投資家にとって運用収益の向上に

資するとの認識の下、ESG投融資を推進して

いく。

※環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の略語

（2020/3末時点）
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４．お客さまの安定的な資産形成やニーズに適った商品提供を支える資産運用

資産運用の高度化に向けた取組み

主なＥＳＧ投融資の取組内容

ＥＳＧ投融資の取組み事例

ESG投融資手法 取組み内容

ＥＳＧインテグレーション ・投資判断プロセスにＥＳＧの観点を考慮

エンゲージメント ・投資先企業のＥＳＧ課題を踏まえた対話

テーマ投資 ・ＥＳＧ課題の解決を目的とした債券等への投融資

ネガティブ・スクリーニング ・特定の業種や資金使途等を投資対象から除外

グリーンボンド ソーシャルボンド マイクロファイナンス・ファンド

スマートシティの実現を目指す東京都
が環境事業に充当する目的で発行し
た「東京グリーンボンド」に投資しまし
た。（２０１９年１０月）

国際協力機構（JICA）が開発途上国の
社会開発に資する事業に充当する目的で
発行した「ソーシャルボンド」に
投資しました。（２０１９年６月）

ASEAN諸国等における女性の起業支
援を目的として組成されたマイクロファ
イナンス機関向け投融資を行うファン
ドに追加投資しました。（２０１９年９月）

「写真提供：東京都」 「写真提供：今村健志朗/JICA」
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５．お客さま本位の業務運営に資する従業員教育や評価体系

従業員教育、金融リテラシー

ＦＰ技能士
資格取得者数

 健康長寿社会実現に向け、健康に関わる正し
い知識を習得すべく、「日本健康マスター検定」
受験に積極的に取り組んでいます。

（２０２０年３月末では、合格者数９，０１７名、団体合格
者数ランキングにおいて昨年に引続き第１位）

 お客さまの金融リテラシー向上につながる取組
みの一環として、金融商品・社会保障制度に関
する豊富な知識を有するＦＰ技能士(厚生労働
省所管国家資格)資格の取得を推進しています。

 認知症への理解を深め、お客さまに寄り添った
対応ができるように、認知症サポーター※の養
成に取り組んでいます。

※認知症サポーターとは認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で
認知症の人やそのご家族に対して出来る範囲で手助けを行います。
所定の養成講座を受講した者を特定非営利活動法人地域ケア政策ネット
ワークが認知症サポーターと認定します。

認知症サポーター
養成数

「日本健康マスター検定」累計合格者数

33,535名 15,363名

２０１８年３月

２０１９年３月

２０１７年９月

２０２０年３月

９，０１７ 名

６０４ 名
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 本社における基準・ルール見直し
 支社業務の全面見直し

 会議運営効率化（WEB会議等）
 ｵﾝﾗｲﾝﾁｬｯﾄ等のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙの活用推進
 生産性を踏まえた人事評価の導入

 職員のスキルアップ・自己啓発
 働く「時間」「場所」柔軟化
 健康経営推進

 お客さま本位の仕事への転換・集中と健康でいきいきと働く職場を目指す「ＷＰＩ（ワーク パフォーマ
ンス イノベーション）プロジェクト」を引続き推進してまいります。

ＳＴＥＰ１(2015-2017)

長時間労働の抑制 意識と行動の変革

お客さま本位の仕事へのシフト

ＳＴＥＰ２(2018-2019) ＳＴＥＰ３(2020-2022）

 総労働時間削減
 ＰＣシャットダウン
 休暇取得推進
 トップダウンの業務削減

共有価値（CSV）の創造
ワーク・ライフ・バランスの向上

時間あたり生産性の向上

健康でいきいきと働く職場の実現

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

５．お客さま本位の業務運営に資する従業員教育や評価体系

職員1人ひとり
ワークとライフ充実で生産性向上･
パフォーマンスを最大化
 今の仕事をお客さま目線で工夫・
創造

 新たな仕事等への挑戦
 自由なワークスタイル 等
会社･所属
働きやすい職場環境を提供
 職場環境整備（人事制度改正、東京
本社機能移転・・） 等

お客さまからみて薦めたい会社
職員からみていきいきと働ける会社、
社会からみてなくてはならない会社総労働時間の削減

３か年で総労働時間の１割削減(２０１６年度対比）を目標に掲げ、２０１９年度は２０１６年度
対比１１．６％削減し(１人あたり年間約２５４時間)、３か年の削減目標を達成いたしました。
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６．利益相反の適切な管理と保険募集管理態勢の構築

資産運用業務・スチュワードシップ活動における利益相反管理

 保険契約等の取引関係に関わらず、投資判断や議決権行使において資産運用部門の意思決定の
独立性を確保しています。

 社外委員が委員長となり、かつ社外委員が過半数を占めるスチュワードシップ活動に関する第三者
委員会を設置し、議決権行使の判断等について利益相反に関し外部のチェックを受ける体制を構築
しています。

 また、個別企業に対する議決権行使結果の開示を行うことで、スチュワードシップ活動の透明性向
上に努めています。

スチュワードシップ活動に関する第三者委員会

開催時期 主な審議事項等

２０１９年６月
・株主総会における議決権行使の妥当性
・スチュワードシップ活動の状況等の報告

２０１９年８月
・株主総会における議決権行使の妥当性
・スチュワードシップ活動の取組状況報告、今後の取
組方針等、新たな議決権行使基準について

２０２０年３月
・株主総会における議決権行使の妥当性
・スチュワードシップ活動の状況等の報告

スチュワードシップ活動状況（２０１８／７～２０１９／６）

〇対話活動

〇議決権行使状況

不賛同／全体 不賛同比率

企業数ベース １７２／２，２０７ ８．５％

議案数ベース １９５／６，７６４ ２．９％

株式価値向上のための対話 １４２件

議決権行使のための対話 ２２７件

三浦亮太委員長 三浦法律事務所 弁護士 社外

國部克彦委員 神戸大学 副学長 社外

日下和彦委員 当社 執行役常務(コンプライアンス統括部担当） 社内

個別の議案毎の賛否および反対理由についても開示しております。
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 募集代理店においても、お客さまの意向に最適な生命保険商品の提供を通じ、お客さま満足度の維
持・向上にお取組みいただきたいとの考えから、代理店手数料の体系に募集代理店の募集管理態
勢の取組みを評価する「品質」の考え方を導入し、２０１９年１１月に公表いたしました。

 代理店手数料は、ご加入いただく保険商品のご契約内容等に応じて設定する「基本手数料」に、
募集代理店の品質への取組みを評価する「品質乗数」を適用した「品質取組手数料」を加算して
算出します。（具体的なイメージは下図）

代理店販売における適切な保険募集管理態勢の確保

６．利益相反の適切な管理と保険募集管理態勢の構築

※保険募集代理店にお支払いする代理店手数料の考え方等の詳細
については下記を参照ください。
https://www.sumitomolife.co.jp/infolist/pdf/recruitmentfee.pdf

代理店
手数料

＝ ＋• 商品ごとに、契約内容に応じて定まる手数料

• 募集代理店一律の水準

基本手数料 品質取組手数料

基本手数料 × 品質乗数

募集代理店の取組状況や継続率の
水準により変動します。

取組みが不十分な場合は支払わない
こともあります。

https://www.sumitomolife.co.jp/infolist/pdf/recruitmentfee.pdf
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７．お客さま本位の業務運営の実効性を高める取組み

評価指標（ＫＰＩ）の状況（お客さま満足度・場面に応じた満足度）

 当社の取組みを総体としてご満足いただいているかどうかを測る趣旨で、「お客さま満足度（総合満
足度）」を評価指標（ＫＰI）として設定しています。

 お客さま本位の業務運営を通じた取組みが、「ご加入時」「ご加入後」「お支払い時」といったそれぞ
れの場面ごとに実践され、お客さまにご満足いただいているかどうかを評価する指標として「場面に
応じたお客さま満足度」も評価指標（ＫＰＩ）として設定しています。

 満足度は、総合満足度、場面別ともに一定水準を維持しているものの前年比低下しました。

 ２０２０年度は、アンケート調査で相対的に満足度の高い商品（“住友生命「Vitality」”）やサービス
（お客さまへの定期的なコンタクト）の提供により注力してまいります。また、お客さまの声をより適切
なタイミングで収集することができるようお客さまアンケートの体系を見直し、サービスの改善等に従
来以上に活かしてまいります。

※調査対象：当社ご契約者６０，０００名、実施時期：２０１９年９月～１０月、回答数６，９６４名、調査手法：Web
「満足」「まあ満足」「やや不満」「不満」の４択で回答。満足度は「満足」「やや満足」の合計。

総合満足度
場面別満足度

ご加入時 ご加入後 お支払時

前年比 前年比 前年比 前年比

８７．５％ ▲１．７ｐｔ ８９．４％ ▲１．２ｐｔ ８４．２％ ▲２．７ｐｔ ９２．６％ ▲０．７ｐｔ
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７．お客さま本位の業務運営の実効性を高める取組み

【評価指標（ＫＰＩ）の状況】（特定保険契約）

 市場リスクを有する特定保険契約に対してきめ細かく評価指標を設定することが「お客さま本位の
業務運営」の一層の推進に資すると考え、「特定保険契約の取扱代理店数」「特定保険契約の新
契約数」「特定保険契約における苦情発生状況」も評価指標（KPI）として設定しています。

特定保険契約の取扱代理店数

≪苦情の状況≫
 特定保険契約全体の苦情件数は全体で1,221件。外貨建保険の苦情は526件、変額保険の苦情は695件となっております。また、特定保険契約

全体の苦情件数は、前年比123件増加となりました。
≪お客さまへのご対応≫
 金融機関窓口でご加入いただくお客さま中にはご高齢の方も多くいらっしゃることから、外貨建保険の商品特性や留意事項等を一層わかりや

すくご理解いただくため、他金融商品との比較を目的にリスクやリターンを記載した募集補助資料の提供等を行っております。また、商品内容
や為替リスク等を分かり易く情報提供できるよう、音声と映像で解説する動画資料も導入し、お客さまにより理解いただけるよう新たな試みも実
施しております。

 外貨建保険の苦情が増加傾向にあることから、特定保険苦情全体が増加しておりますが、苦情内容としては円貨建商品と同様の一般的なお
手続きに関するお申し出が多くを占めております。しかしながら、外貨建保険の苦情の中には為替の影響やリスクなど外貨建て商品特有の仕
組みに関するご不満も見られますので、引き続きお客さまの状況に寄り添った対応の進化・改善を図って参ります。

特定保険契約の新契約件数・苦情発生状況

２０１９年度 前年比

取扱代理店数 ２２５代理店 ＋４１代理店

２０１９年度 代理店扱 営業職員扱
新契約件数 ７６，４８６件 ４１，８１５件 ３４，６７１件

前年比 ＋１６，６１３件 ▲５，３８１件 ＋２１，９９４件
苦情発生件数 １，２２１件 ８２２件 ３９９件

前年比 ＋１２３件 △１３件 ＋１３６件

新契約 構成比 収納 構成比 保全 構成比
保険金
給付金

構成比 左記以外 構成比

特定保険苦情総計 ２１１件 １７．３％ ２４件 ２．０％ ５１５件 ４２．２％ ３１９件 ２６．１％ １５２件 １２．４％
うち、代理店扱 １５５件 １８．９％ ８件 １．０％ ３６８件 ４４．８％ ２３０件 ２８．０％ ６１件 ７．４％

うち、営業職員扱 ５６件 １４．０％ １６件 ４．０％ １４７件 ３６．８％ ８９件 ２２．３％ ９１件 ２２．８％

（参考）特定保険苦情の内訳



31

■中期経営計画の基本方針（概要）

（参考）スミセイ中期経営計画２０２２

 近年の社会環境・経済環境においては、人口構造の変化や、デジタライゼーションの進展、働き方改
革の推進など、社会全体に影響を及ぼす様々な変化が加速度的に進んでおります。そのような環境
下において、当社が将来に亘って持続的にお客さまのお役に立っていくためには、社会の変化を的
確に捉え、社会のニーズに応えていくことで、社会から必要とされ続けることが重要と考えております。
こうした認識のもと新たな３か年計画「スミセイ中期経営計画2022」を策定し、スタートさせました。

 同計画に基づいて、ＳＤＧｓの達成への取組みを通じて「社会に貢献する」こと、お客さまに寄り添っ
た行動と働き方を通じて「社会に信頼される」こと、将来を見据えた企業体質の変革を通じて「社会の
変化に適応する」ことにより「社会に『なくてはならない』保険会社」を目指してまいります。

社会の変化に対応する

社会に貢献する
SDGｓ達成への貢献（健康長寿社会への貢献）

・“住友生命「Vitality」“に関する事業を推進
・人生100年時代を見据えたサービスや情報提供の推進
社会に信頼される

・「住友生命グループ行動規範」の浸透
・「WPIプロジェクト」の推進

進化し続ける企業へ変革

・お客さまに寄り添い続けるサービスの実現
・柔軟で多様な競争力の高い人材集団づくり
・将来を見据えた自在性の高いデジタルインフラづくり
・オープンイノベーションによる新たな価値創造の加速

すべての主語は「お客さま」

※「スミセイ中期経営計画2022」の詳細については
下記を参照ください。

https://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2019/200331.pdf

https://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2019/200331.pdf


1 
 

「お客さま本位の業務運営方針」 
 
住友生命保険相互会社（以下、「住友生命」）では、お客さまの最善の利益を追求する
観点から、これまで以上にお客さま本位の業務運営を推進するために、以下の方針を定め
ます。 
 
１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着 

住友生命では、「経営の要旨」「ＣＳＲ経営方針」「住友生命ブランドビジョン」によっ
て構成される経営方針や「住友生命グループ行動規範」に則り、役職員一人ひとりが、
お客さまに対して誠実・公正に、また、最善の利益を図る視点を持って業務に取り組むと
ともに、「お客さま本位の業務運営」が企業文化として定着するよう、継続して努めてまい
ります。 

 
２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供 

住友生命では、多様化するお客さまのニーズにお応えし、豊かで明るい長寿社会の実
現に貢献する商品の開発に取り組むとともに、生命保険商品の募集にあたっては、一人
ひとりのお客さまの状況やニーズにあった最適な保障を提案いたします。また、生命保険が
長期にわたる商品であることも踏まえ、生命保険商品ご加入後においても、継続的にお
客さまへの情報提供等のサービスを行うとともに、生命保険会社の重要な根幹業務であ
る保険金や給付金等のお支払いを正確、迅速かつ誠実に遂行することで、お客さまサー
ビスの向上を実現してまいります。 

 
３．お客さまにとって分かりやすい情報の提供 

住友生命では、生命保険商品の内容等に応じ、お客さまが商品選択する上で重要
な情報を分かりやすく提供いたします。特定保険契約 1に関しては法令等を踏まえお客さ
まにご負担いただく諸費用等の開示を行うなど、分かりやすい情報の提供に努めてまいり
ます。 

 
４．お客さまの安定的な資産形成やニーズに適った商品提供を支える資産運用 

住友生命では、お客さまの安定的な資産形成やお客さまニーズに適った生命保険商
品の提供を可能にするため、そして将来にわたって保険金等を確実にお支払いするために、
適切なリスクコントロールのもと、資産運用の高度化に取り組んでまいります。 

  
 
 
                                                   
1 ︓市場リスクを有する外貨建保険・変額年金保険等の投資性商品 
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５．お客さま本位の業務運営に資する従業員教育や評価体系 

住友生命では、保険業法および関連法令等に加え、生命保険商品の募集に関し必
要な知識を身につけるための従業員教育を実施することで、お客さま満足度の維持・向
上に努めてまいります。また、生命保険商品の募集だけではなく、お客さま満足度の維
持・向上に向けた取組みを踏まえた評価体系の構築に努めてまいります。 

 
６．利益相反の適切な管理と保険募集管理態勢の構築 

住友生命では、お客さま利益の保護を図る観点から、当社とお客さまの間、またはお
客さま相互間の利益相反により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切
な管理態勢を構築いたします。あわせて生命保険にご加入いただくお客さまの利益を確
保するため、適切な保険募集管理態勢を構築いたします。 

 
７．お客さま本位の業務運営の実効性を高める取組み 
   住友生命では、お客さま本位の業務運営の定着を図るために、評価指標の設定を行
うとともに、より良い業務運営としていくために、実施状況について定期的に検証を行い、
方針に基づく各種取組みの実効性を高めてまいります。 

 

以 上 
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「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組み 
 
１．お客さま本位の業務運営の実践と企業文化としての定着 

住友生命では、「経営の要旨」「ＣＳＲ経営方針」「住友生命ブランドビジョン」によっ
て構成される経営方針や「住友生命グループ行動規範」に則り、役職員一人ひとりが、
お客さまに対して誠実・公正に、また、最善の利益を図る視点を持って業務に取り組むと
ともに、「お客さま本位の業務運営」が企業文化として定着するよう、継続して努めてまい
ります。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【経営方針】 

○住友生命の経営方針は、企業理念である「経営の要旨」を頂点とし、そこに示された当

社の普遍的な使命をＣＳＲの視点から再整理した「ＣＳＲ経営方針」および中長期的に

目指していく「お客さまの視点から見た会社の姿」を示す「住友生命ブランドビジョン」

によって構成されます。 

○「住友生命ブランドビジョン」では、お客さまの「未来を強くする」をメッセージとし

て、次の４つの「先進の価値」の実現を掲げています。 

  －“いつも、いつまでも続く”先進のコンサルティング＆サービス 

  －“強く生きる”ための商品開発で業界をリードする 

  －一歩先行く“感動品質”のお客さま対応 

－“健康な人生・豊かで明るいシニアライフ”を応援する、進化するサポートプログラ

ム 

○このような経営方針に加え、行動規範として、住友生命グループでは、「保険事業およ

びその関連事業の健全な運営と発展を通じて豊かで明るい長寿社会の実現に貢献する」

との理念を反映した、「住友生命グループ行動規範」を策定しています。 

○この「住友生命グループ行動規範」の中では、「お客さまからの信頼をあらゆる活動の

起点とし、保険事業およびその関連事業の健全な運営を通じて、一人ひとりに最適なサ

ービスを提供する」との基本姿勢を定めています。 

○役職員一人ひとりが、「住友生命グループ行動規範」に則り、保険商品の募集やサービ

スの提供を通じて、「お客さま本位の業務運営」に向けた取組みを実践します。 

 

【お客さま本位の業務運営の実践とお客さまの声を経営に活かす取組み】 

○住友生命の役職員一人ひとりが「お客さまの声」を真摯に受け止め、その声を活かして

商品・サービスの開発や業務の改善・向上を図り、お客さまからより一層信頼され、ご

満足いただけるよう、日々取り組んでいます。具体的には以下のとおり取り組んでいま

す。 

・当社に寄せられる「お客さまの声」については、関連する業務を所管する部門間で、

共有化を行い、対応策・改善策を検討しています。特に苦情については、全社で一元
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的に管理し、担当部門がその分析に基づく改善を推進しています。部門横断的・全社

的な課題については、お客さま本位推進委員会において改善策の検討を行う等、必要

な対策を講じ、審議結果を取締役会に報告しています。 

・消費者問題に詳しい有識者を社外委員とする「ＣＳ向上アドバイザー会議」を開催し、

お客さま本位の推進に関する諸施策等に関してのご意見をいただき、お客さまの視

点に立った商品・サービスの開発、情報提供の充実に活かしています。 

・お客さまからの「お褒め・ご満足の声」をもとに作成した社内教材を、職員教育に活

用しています。 

・事業者団体、消費者団体、消費者庁をはじめとする行政によって構成される「消費者

志向経営推進組織」が実施する「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」に参加

しています。 

 

【企業文化の定着】 

○住友生命では、「住友生命ブランドビジョン」で掲げる理念の実現に向けた社内の意識

醸成の視点から、インナーブランディング（社内での意識・行動変革）を推進していま

す。こうした取組みを通じて、「お客さま本位の業務運営」が企業文化として定着する

よう以下の取組みを行っています。 

・一人ひとりの職員が真摯な気持ちでお客さまに向き合い、しっかりとしたサービスを

お届けしていくために、「インナーブランディング」として、お客さまのお役に立っ

た取組事例等を幅広く共有（「感動品質」の共有）するとともに、そうした動きを社

内に拡げていく取組みを進めています。 

・こうした取組みの土台として、一人ひとりの職員のブランド理念の実現に向けた行動

をお互いが認め合い、ほめる風土の醸成への取組みや、一人ひとりの職員が、「住友

生命ブランドビジョン」で掲げる理念の実現に向けた行動を具体的に宣言し、それを

定期的に振り返る運営を実施しています。 

・また、「住友生命ブランドビジョン」で掲げる理念を自分のこととして捉え、その理

念に沿った行動を促進していくよう毎月各職場でミーティングを実施しています。  

・「住友生命ブランドビジョン」で掲げる理念の実現に向けて、「支社職員と役員との対

話ミーティング」を実施し、その結果を踏まえて支社ごとのブランド推進計画を策定

しています。 
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２．お客さまにとって最適な商品・サービスの提供 
住友生命では、多様化するお客さまのニーズにお応えし、豊かで明るい長寿社会の実

現に貢献する商品の開発に取り組むとともに、生命保険商品の募集にあたっては、一人
ひとりのお客さまの状況やニーズにあった最適な保障を提案いたします。また、生命保険が
長期にわたる商品であることも踏まえ、生命保険商品ご加入後においても、継続的にお
客さまへの情報提供等のサービスを行うとともに、生命保険会社の重要な根幹業務であ
る保険金や給付金等のお支払いを正確、迅速かつ誠実に遂行することで、お客さまサー
ビスの向上を実現してまいります。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【お客さまニーズに沿った商品の開発・提供】 

○住友生命では、営業職員や募集代理店等を通じて、お客さまの声を収集するとともに、

ライフスタイルの多様化など社会環境の変化を踏まえたうえで、お客さまのニーズや

利益に真に適った商品開発を行っています。また、開発後にもお客さまの声（苦情）や

支払管理の観点なども踏まえて商品改廃についての必要性を定期的に検討しています。 

○健康への関心の高まりから、「リスクに備える」という従来の生命保険の役割に加え、

「加入後の健康診断や日々の運動等、継続的な健康増進活動を評価し保険料が変動す

る」ことにより「リスクそのものを減少させる」ことを目的とした「住友生命 Vitality」

を販売しています。引き続き、「健康長寿社会の実現」に資する保険給付の開発に取り

組んでまいります。 

○また、低金利環境が続く中にあっても、お客さまの多様な資産形成ニーズにお応えでき

るよう、貯蓄性商品のラインアップの拡充を図ります。 

○お客さまにとってより魅力あるサービスを提供するために、２４時間・年中無休で専門

スタッフが相談に応じる「スミセイ健康ダイヤル」や総合相談医のセカンドオピニオン

を無料でお受けいただくことができる「スミセイセカンドオピニオンサービス」、専門

家による障害年金に関する電話相談サービス等を提供する「スミセイ障害年金サポー

トサービス」などの商品付帯サービスを提供しています。 

〇営業職員等を通じて生命保険商品を提案する際には、お客さまへのヒアリング内容に

基づき推定・把握したお客さまのご意向を設計書（契約概要）に表記し説明しています。

また、ご加入いただく際には、申込書類をご記入いただく前に「申込みいただく保険商

品の内容」と「お客さまの最終的なご意向」が合致しているかを確認するなど、一人ひ

とりのお客さまに合った最適な保障を提供しています。 

〇募集代理店においても、お客さまのご意向を把握したうえで、そのご意向に沿ったプラ

ンの提案を行う態勢が整備されていることを、意向把握書面（お客さまのご意向を把握

するために募集代理店が作成・使用している書面）の取寄せや募集代理店点検等を通じ

て、確認しています。 

〇特定保険契約を取扱う募集代理店においては、特定保険契約の提供にあたって必要な

情報（お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的・ニーズ等）の収集等、適
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合性原則を踏まえた態勢が整備されていることについて、適合性確認シート（特定保険

契約の募集にあたって、お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的等を確認

するために募集代理店が作成・使用している書面）の取寄せや募集代理店点検等を通じ

て確認しています。 

〇また、営業職員が特定保険契約を販売するにあたっては、お客さまの資産状況、取引経

験、知識および取引目的・ニーズ等を把握するなど、適合性原則を踏まえたうえで、お

客さまに適した商品提案を行っております。 

〇なお、特定保険契約の販売にあたっては、特定保険契約におけるリスク特性毎の留意点

についてご理解が促進されるよう、態勢の整備に努めるとともに、他の金融商品との機

能差異や特徴をお客さまに適切にご認識いただけるよう、募集資料、教材等の作成・提

供に取り組んでいます。 

 
【お客さまの属性や状況に応じた対応】 

○住友生命では、生命保険商品の提供を行う際には、お客さまの年齢や性別、家族状況な

どに応じ、公的制度（社会保障制度等）も踏まえ、将来必要となる保障額や備えるべき

リスクを確認いただきながら、最適な保障を提案しています。 

○保険募集やアフターフォローをはじめとしたご高齢のお客さまへの応対等については、

「高齢者・障がい者等応対マニュアル」や「保険募集コンプライアンス・マニュアル」

を作成し、営業職員等へご高齢のお客さまへの募集ルールや応対時の心構え等の周知

徹底を図っています。 

○ご高齢のお客さまに生命保険商品を提案する場合には、ご安心いただき、納得のうえご

加入いただくために、７０歳以上のご契約者への保険募集に際しては、ご親族や指定代

理請求人等のご同席をお願いしております。ご同席いただけない場合、当社生命保険商

品においては支社役職者等からご契約者への電話や訪問を通じて、ご契約内容を再度

説明のうえ、ご加入の意向やご契約内容に不明点がないことを確認するなど、お客さま

の状況に応じた丁寧かつ分かりやすい説明に努めています。 

○ご高齢のお客さまへのアフターフォローについては、手続き漏れなどの未然防止の観

点から、担当者による定期訪問に加えて、８５・９０・９５・１００・１０５歳のお客

さま（募集代理店を通してご加入いただいたお客さまも含め）に対して本社から直接ダ

イレクトメールや電話・訪問等によるアフターフォローを行うなど、お客さまの状況に

応じた対応を実施しています。 

○募集代理店に対しても、当社のご高齢のお客さまへの募集ルールの周知・徹底を図るた

めに、募集代理店に提供している「保険募集コンプライアンス・マニュアル【代理店編】」

において、当社のご高齢のお客さまへの募集ルールを記載するとともに、ご高齢のお客

さまへの募集における留意点を記載した教材を活用し、募集代理店への周知・徹底を図

っています。また、募集代理店点検等を通じて、募集代理店においてご高齢のお客さま

への募集ルールを定め、ご年齢や生命保険商品の特性等に配慮した募集を行う態勢が

整備されていることを確認しています。 

〇ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまに配慮し、保険金等のご請求に際しては必



7 
 

要書類の簡素化として、一部の給付金請求のお手続き時に診断書が不要となる取扱い

を実施しています。 

〇ご契約者自身によるお問い合わせやご契約者自身へのお手続きの案内が今後困難とな

る場合に備え、ご契約内容や手続方法・内容等について案内させていただく「ご家族登

録サービス」や、契約者が認知症などにより手続きできない場合の「契約者代理制度」

など、ご契約者の高齢化に伴うニーズの多様化に対応するため、「ご家族アシストプラ

ス」をご登録いただく活動に取り組んでいます。 

〇また、人生１００年時代の到来を踏まえ、社内の様々な部門で構成する「人生１００年

サポート協議会」を設置し、お客さまの声や外部専門家の知見を取り入れながら、超高

齢社会の社会的課題の解決に会社全体で取り組んでいます。 

 
【アフターフォロー・保全手続き】 

○住友生命では、生命保険商品のご加入後においても、年に１回、ご契約者さまに対して、

ご加入のご契約内容を記載した総合通知「安心だより」にて、ご加入いただいたご契約

の内容についての状況をお知らせしています。また、更新・満期等の将来イベントと手

続きの選択肢や、ご請求いただける給付金等のご請求がないかといった点について、お

客さまの属性や加入状況に応じた情報を提供しています。 

○加えて、営業職員を通じご加入いただいているお客さまに定期訪問等を通じて、お客さ

まにご契約内容を十分にご理解いただくとともに、ご結婚・ご出産などのライフイベン

トなどを確認させていただき、現在も最適な保障になっているかを診断させていただ

く「スミセイ未来応援活動」を推進しており、質の高いアフターサービスの提供に努め

ています。 

○ご加入いただいている生命保険契約に関する各種お手続きについて、「お客さまからの

ご要望には、原則当日中に対応する」という方針のもと、お客さまからのご要望に対し

て迅速かつ丁寧な対応を行うことを心がけております。また、保険金等のお支払いにあ

たっては、お客さまの口座にお振込みしたことを担当者からお客さまに連絡させてい

ただくなど、親身で丁寧な対応を心がけています。 

○お客さまの利便性をより向上させる取組みとして、お客さまがご自宅や外出先などか

ら、インターネットや電話、提携ＡＴＭで、簡単に入出金取引・各種お手続き・契約内

容照会等をご利用いただける「スミセイダイレクトサービス」を提供しており、より多

くのお客さまにご利用いただけるよう、サービス利用登録（メールアドレス登録含む）

のご案内に取り組んでいます。また、対面でのお手続きをご要望されるお客さまに対し

ては、営業用携帯端末（SumiseiLief）を用いて出金や住所変更等のお手続きを行って

いただける「LiefDirect（リーフダイレクト）」を活用し、迅速かつ丁寧なお客さまサ

ービスの遂行に努めています。 

〇新契約からお支払いまでの各種手続きにおいてはデジタル化を通じて、迅速化・簡素化

を図り、対面サービスの向上に取り組んでいます。 

 
【保険金等のお支払い】 
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○住友生命では、お客さまに病気やけがなど「もしも」のことがあったとき、保険金等を

正確かつ迅速にお支払いすることが、最も重要な使命のひとつと考えています。 

○この観点から、支払業務に携わる担当者は、所定の教育体系により査定能力の更なる向

上を図るとともに、営業職員や拠点の事務担当者等に対しても、適切な保険金等の請求

案内に関する研修を継続的に実施しています。 

○保険金等のご請求案内およびお支払手続きにおいては、専用のシステムを用いて、正確

で迅速なお支払いを行っています。また、支払漏れを防止するために「支払検証システ

ム」による点検を行うとともに、他の支払事由に該当する可能性がないかを検索するた

めの「請求勧奨システム」を活用し、追加でお支払いできる可能性のあるご契約につい

ての請求勧奨を行っています。 

〇お支払い時におけるサービスをより一層向上させるため、社外の専門家による助言を

活かす仕組みとして「保険金等支払審議会」を設置し、保険金などの支払査定判断の妥

当性やお客さまのご請求手続きの見直しの方向性等について定期的に報告し、審議い

ただくなど、適切な支払管理態勢の確保に努めています。 

〇保険金等のお支払いに関するご相談について、お客さまに分かりやすく丁寧な説明を

行うために、専用の相談窓口を開設しご相談を受け付けています。さらに、社外弁護士

へご相談いただける制度など、各種制度を用意しています。 
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３．お客さまにとって分かりやすい情報の提供 
住友生命では、生命保険商品の内容等に応じ、お客さまが商品選択する上で重要

な情報を分かりやすく提供いたします。特定保険契約に関しては法令等を踏まえお客さま
にご負担いただく諸費用等の開示を行うなど、分かりやすい情報の提供に努めてまいりま
す。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【分かりやすい情報の提供】 

○住友生命では、生命保険協会の各種ガイドライン等を踏まえて募集資料を作成し、生命

保険商品の内容等に応じ、保険の仕組みや保障内容、保険料およびお客さまに影響のあ

るリスクに関する情報等を分かりやすく提供しています。 

○生命保険商品の提案を行う際には、お客さま一人ひとりに、提案する内容に応じた設計

書（契約概要）を作成し、保障機能（特約）ごとにお支払理由を分かりやすく説明して

います。 

○契約概要（設計書）をはじめとする募集資料の新規作成・改訂の際には次の点に留意し

ています。 

－生命保険商品の魅力に関する情報は、制限事項も合わせて表示する等、その商品のリ

スクも明確に伝わるよう配慮し、リスク情報については、図表等を用いて定量的に分

かりやすく記載するよう工夫しています。 

－情報の重要性により記載方法を区別し、特に留意すべき事項については、その旨が分

かるよう工夫しています。 

－商品内容に応じ、仕組みの単純な商品は簡素な記載に留める一方、複雑な商品におい

ては十分な情報量を確保するなど、その内容に沿った丁寧な情報提供に努めていま

す。 

○重要な情報を分かりやすく提供する観点から、ご高齢のお客さまや障がいのあるお客

さまにも配慮した募集資料の作成に努めるとともに、募集資料を作成・改訂する際には、

外部コンサルティング会社の知見を参考とし、ユニバーサルデザインの観点も取り入

れるとともに、社外認証の取得にも取り組みます。 

〇また、商品の性質、リスク特性等を踏まえ、社外アドバイザー（ＣＳ向上アドバイザー）

のご意見を確認する等、重要な情報を分かりやすく提供するための取組みを行ってい

きます。 

〇特定保険契約については、金利・為替・株式相場等の影響により、お客さまのお受け取

りになる保険金等が変動するという特性を踏まえ、具体的に以下の対応を行っていま

す。 

・当該商品の有する特徴やリスクを募集資料に示すとともに、文字の大きさ、色使い、

掲載位置等、お客さまがご認識いただきやすい工夫を凝らすことで適切に説明する

こととしています。 
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・また、募集代理店に対しても、教材の提供や研修を通じて、指導・定着を図っていま

す。 

〇また、運用手法・運用対象資産や過去のデータを用いた運用シミュレーションの結果等

を募集資料に掲載するほか、設計書に複数のシミュレーション結果を記載するなど、ご

理解を深めていただけるよう努めています。なお、募集資料に運用シミュレーション等

を掲載する場合は、優良誤認に留意した分かりやすい記載を行っています。 

〇外貨建保険については、募集時のわかりやすい情報提供、他の金融商品との比較を目的

として、リスク（為替変動リスク・金利変動リスク）およびリターン（実質的な利回り）

等を記載した募集補助資料を順次作成し、募集代理店に提供しています。 

〇お客さまの資産形成ニーズにお応えする観点から、投資性商品の選択に資する情報を

提供するため、特定保険契約に係る次の開示を行っています。 

・募集資料（商品パンフレットおよび注意喚起情報）および商品概要資料（乗合代理店

が比較・推奨販売における商品の概要明示を行う際に用いる資料）に、「保険契約関

係費」「資産運用関係費」等のお客さまにご負担いただく費用の種類ごとに計算方法

を記載しています。 

・特定保険契約と類似の金融商品（投資信託等）を扱う金融機関を通じて募集する場合

には、これら他の金融商品との選択を容易にして、お客さまのご理解を促す観点から、

お客さまにご負担いただく諸費用の開示に加え、商品概要資料にて販売手数料を開

示しています。 

・あわせて特定保険契約については、販売手数料がどのようなサービスの対価に関する

ものかを分かりやすく情報提供する観点から、商品概要資料に保険契約締結の媒介

や保険契約の維持管理業務の対価として手数料を支払っている旨を記載しています。 

〇今後販売開始する特定保険契約においても、商品特性を踏まえ、当該商品のリスク（販

売上の留意点）等について分かりやすく情報提供を行うとともに、募集人のコンサルテ

ィングスキルの向上に向けた研修の提供に努めます。あわせて、お客さまにご負担いた

だく諸費用のより分かりやすい情報提供に努めます。 
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４．お客さまの安定的な資産形成やニーズに適った商品提供を支える資産運用 
住友生命では、お客さまの安定的な資産形成やお客さまニーズに適った生命保険商

品の提供を可能にするため、そして将来にわたって保険金等を確実にお支払いするために、
適切なリスクコントロールのもと、資産運用の高度化に取り組んでまいります。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【資産運用の高度化に向けた取組み】 

○住友生命では、円金利資産を中心とするＡＬＭ運用ポートフォリオとリスク性資産を

中心とするバランス運用ポートフォリオの２つの運用資産に分けて資産運用を行い、

適切なリスクコントロールのもと、リスクとリターンのバランスを踏まえた投融資を

実行しています。 

・ＡＬＭ運用ポートフォリオでは、国内外のクレジット資産等を活用することにより資

産運用収益の安定的な獲得を目指すことで、低金利環境が継続する中においても保

険金等を確実にお支払いできるよう努めています。 

・バランス運用ポートフォリオでは、市場動向等に応じた機動的な運用を実践すること

で、収益の向上に取り組んでいます。 

〇環境(E:Environment)、社会（S:Social）、ガバナンス（G:Governance）の観点を組み

込んだ投融資は、持続可能な社会の実現、および、中長期での投融資を行う機関投資家

にとって運用収益の向上に資するとの認識の下、ESG投融資を推進しています。 

〇スチュワードシップ活動においては、投資先企業との対話や適切な議決権行使により

企業価値向上を図っています。 

 

○その他、投資対象資産の多様化や、資産運用力の向上に向けた外部委託の活用や資産運

用人材の育成に取り組むなど、体制の整備にも取り組んでいます。 
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５．お客さま本位の業務運営に資する従業員教育や評価体系 
住友生命では、保険業法および関連法令等に加え、生命保険商品の募集に関し必

要な知識を身につけるための従業員教育を実施することで、お客さま満足度の維持・向
上に努めてまいります。また、生命保険商品の募集だけではなく、お客さま満足度の維
持・向上に向けた取組みを踏まえた評価体系の構築に努めてまいります。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【従業員教育、金融リテラシー】 

○住友生命では、当社生命保険商品の他、保険業法および関連法令等のコンプライアンス

に関する教育を継続的・反復的に実施するなど、従業員に対する教育・研修の徹底に注

力しています。 

○営業職員等に対しては、入社時における研修を３か月間とし、お客さま本位の営業姿勢

や社会保障制度改革の推進状況等も踏まえたコンサルティングに基づく営業活動の必

要性について徹底を図っています。 

○また、保険の社会的意義や商品知識、事務手続き等の習得に加え、お客さまの立場に立

った質の高いコンサルティングを提供できるよう教育を行っています。具体的には、豊

富な知識と高いスキルを兼ね備えた人材を育成するために、各職員の成長ステップに

応じたきめ細かな研修、各種試験に対応した研修等の充実した教育システムを構築し

ています。 

〇お客さまの金融リテラシー向上につながる取組みの一環として、生命保険だけではな

く金融商品・社会保障制度等に関する豊富な知識を有する「ＦＰ技能士（厚生労働省所

管国家資格）」資格取得やその活用を通じたコンサルティングを推進しています。 

〇なお、営業職員が特定保険契約を販売するにあたっては、社内検定の合格を要件とする

など、市場リスクを有する商品特性を踏まえたコンサルティングを推進しています。 

 

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 

○住友生命では、営業職員等に対する生命保険商品の募集時の評価について、お客さまニ

ーズに沿った最適な商品提案ができるよう適切な設定水準としています。 

○生命保険商品の募集に加え、ご契約の継続状況等や、お客さまサービス活動も業績評価

体系の一要素とし、ご加入時のみならず、ご加入後も、営業職員等に対して、お客さま

満足度の維持・向上に向けた動機づけを行う評価体系を構築しています。 

 

【募集代理店に支払う販売手数料体系】 

〇住友生命では、保険加入に際し、お客さまに安心と満足を実感いただくことが何よりも

重要だと考えております。募集代理店においては、「お客さまニーズに合致する保険商

品を十分に説明すること」、「適切な比較推奨販売を実践すること」、「ご加入後もお

客さまの満足度を維持・向上すること」が重要だと考えており、募集代理店における保

険募集の品質を評価する「品質取組手数料」を設けております。 
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〇また、販売手数料体系については、お客さまサービス向上等の観点から、継続的に検討・

見直しを行って参ります。 
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６．利益相反の適切な管理と保険募集管理態勢の構築 
住友生命では、お客さま利益の保護を図る観点から、当社とお客さまの間、またはお

客さま相互間の利益相反により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切
な管理態勢を構築いたします。あわせて生命保険にご加入いただくお客さまの利益を確
保するため、適切な保険募集管理態勢を構築いたします。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【利益相反管理態勢】 

○住友生命では、役職員の行動規範である「住友生命グループ行動規範」において利益相

反による弊害を防止することを定めるとともに、利益相反管理方針等を策定し、利益相

反を適切に管理する態勢を整備しています。 

○利益相反管理方針等において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益

相反管理の適切性を確保し、お客さまの保護および利便の向上を図ることを定めてい

ます。利益相反管理部門であるコンプライアンス統括部は各部門が行おうとする取引

が利益相反の管理対象取引に該当するか否かを判断し、管理対象取引に該当する場合

は、取引に関与する部門間の情報の遮断や取引の中止などの適切な管理を行うことと

しています。 

 
【資産運用業務・スチュワードシップ活動における利益相反管理】 

○住友生命では、資産運用業務における利益相反について、次の取組みにより、適切な管

理態勢を構築します。 

・保険契約等の取引関係に関わらず投資判断や議決権行使において、資産運用部門が意

思決定の独立性を確保すべく、法人営業部門と資産運用部門を分離し、保険加入等を

条件とした投融資が行われないための体制を構築しています。 

・取引上の優位な立場を背景として当社との保険取引に充当するために行う融資取引、

大口顧客である企業との関係維持を目的として収益性に関わらず行う議決権行使等

を利益相反の管理対象取引としています。 

・社外メンバーが過半を占める委員会を設置し、議決権行使の判断等について外部から

のチェックを受ける体制を構築しています。また、個別企業に対する議決権行使結果

の開示等により、スチュワードシップ活動の透明性向上に努めます。 

 

【代理店販売における適切な保険募集管理態勢の確保】 

○住友生命では、生命保険商品にご加入いただくお客さまの利益を確保するため、当社が

委託する募集代理店等に対して、お客さまのご意向を適切に把握し、必要な情報を提供

のうえ、比較推奨販売等が適切に実施されるよう、保険募集管理態勢が整備されている

ことについて、毎年募集代理店に確認するなど、適切な保険募集管理態勢の構築を図っ

ています。 

 



15 
 

〇募集代理店における適切な比較推奨販売を確保する観点からも、募集代理店における

保険募集の品質を評価する「品質取組手数料」を設けております。 

〇また、住友生命では、募集代理店に対し、販売手数料以外の名目で手数料の支払いは行

っておらず、また、募集代理店向けの華美な施策等も実施しておりません。 

〇住友生命が募集代理店となり、他の保険会社の商品を提供する場合においても、お客さ

まの保険加入に関するご意向を把握するとともに、お客さまのニーズを踏まえた商品

を提案し、ご加入に際して必要となる情報についても分かりやすく提供することがで

きるよう、引受保険会社と緊密に連携・協議を行い、また当社募集人への指導・教育を

行うなど、適切な保険募集管理態勢の整備や各種取組みに努めています。 
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７．お客さま本位の業務運営の実効性を高める取組み 
   住友生命では、お客さま本位の業務運営の定着を図るために、評価指標の設定を行
うとともに、より良い業務運営としていくために、実施状況について定期的に検証を行い、
方針に基づく各種取組みの実効性を高めてまいります。 

 
＜具体的な取組み＞ 
【実効性を高めるための体制整備】 

〇住友生命では、より一層お客さま本位の業務運営の取組みを推進する観点から、取組み

を推進する組織として「お客さま本位推進部」を設置しています。 

○住友生命をはじめとするグループ各社がお客さま本位の業務運営に関わる認識を共有

し取組みを推進していくために、関係役員および生命保険業等を行う国内子会社であ

るメディケア生命社長、いずみライフデザイナーズ社長、保険デザイン社長を構成員と

し、当社社長を議長とするお客さま本位推進委員会を設置しています。 

○本委員会においては、実施状況について定期的に振返りを行い、グループベースでのお

客さま本位の業務運営に関するＰＤＣＡ機能を発揮し、各種取組みの実効性を高めて

いきます。その結果も踏まえて、適宜方針の見直しを検討するとともに、当社ホームペ

ージでその状況を公表します。 

 

【評価指標の設定】 

○お客さま本位の業務運営の定着を図るために以下の評価指標を設定し、各種取組みと

あわせて、定期的に進捗状況を確認します。 

・当社としての取組みを総体としてご満足いただいているかどうかを測る趣旨で、「お

客さま満足度（総合満足度）」を設定します。 

・お客さまにとって最適な商品やサービスを提供し、分かりやすい情報を提供するな

ど、お客さま本位の業務運営を通じた取組みが、「ご加入時」「ご加入後」「お支払い

時」といったそれぞれの場面ごとに実践され、お客さまにご満足いただいているかど

うかを評価する指標として「場面に応じたお客さま満足度」も評価指標として設定し

ます。 

・市場リスクを有する特定保険契約に対してきめ細かく評価指標を設定することが「お

客さま本位の業務運営」の一層の推進に資すると考えられることから、「特定保険契

約の取扱代理店数」「特定保険契約新契約件数」「特定保険契約における苦情発生状況」

も評価指標として設定します。 

 

以 上 

２０２０年６月 最終改正 
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